
 

鹿屋体育大学研究生規則 
 
  昭和６０年 ４ 月２４日  
 規  則 第  ３  号  

改正 昭和６２年 １ 月１４日  平成３１年４月１９日 
   規  則 第  １  号  規 則 第 ２ ０ 号 

   昭和６３年 ４ 月 １ 日  令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

   規  則 第  １  号  規 則 第 ４ ８ 号 

   昭和６３年 ５ 月２５日  令和３年７月２８日 

   規  則 第  ８  号  規 則 第 ５ ６ 号 

  平成 ６ 年 ２ 月１７日  令和３年１１月２９日 

    規  則 第  １  号  規 則 第 ６ ０ 号 
   平成 ８ 年 ３ 月２６日  令和３年１２月１４日 

   規  則 第  ４  号  規 則 第 ６ ４ 号 

   平成１６年 ４ 月 １ 日   
 規  則 第３６号   
平成２７年 ３ 月１８日   

   規  則 第  ８  号   
平成２８年  １  月２２日   

   規  則 第  １  号   
平成３０年 ３ 月１２日   

   規  則 第 １０ 号   
 
 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、鹿屋体育大学学則（平成１６年規則第２号。以下「学則」という。）第 
６６条の規定に基づき、本学における研究生について必要な事項を定める。 

 
 （入学の時期） 
第２条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の月初めとする。 

ただし、論文博士取得のために研究生の入学を希望する者で指導教員が認めた場合は、年

度途中の月初めの入学も可能とする。 
 

 （入学資格） 
第３条 学部の研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
 (1) 短期大学又は高等学校を卒業した者 
 (2) 前号と同等以上の学力を有すると学長が認めた者 
２ 大学院の研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 
 (1) 大学院修士課程を修了した者 
 (2) 前号と同等以上の学力を有すると学長が認めた者 
 
 （入学の出願） 
第４条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、学長に願

い出なければならない。 
 (1) 入学願書（別紙様式第１号） 
 (2) 履歴書（別紙様式第２号）及び健康診断書（別紙様式第３号） 
 (3) 最終出身学校の成績証明書及び卒業証明書又は修了証明書 
 (4) 在職中の者は、その所属機関等の長の承諾書 
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 (5) 研究計画書 
 
 （入学者の選考） 
第５条 前条の入学志願者については、教務委員会又は研究科教務委員会の議を経て学長が選考

を行う。 
 
 （入学手続及び入学許可） 
第６条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提

出するとともに、入学料を納付しなければならない。 
２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 
 
 （研究期間） 
第７条 研究期間は、原則として１年とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、研究期間

延長願（別紙様式第４号）を提出し、許可を得て１年間の範囲内で研究期間を延長することが

できる。 

２  前項のほか、論文博士取得のために研究生の入学を希望する者については、１か月単位で

の受け入れを可能とし、合計１年間の研究期間を最長６年間（学則第３９条第３項に定める博

士後期課程の在学年限）にわたり設定することができる。 
   また、研究期間の途中において研究期間の変更を希望する者は、研究期間変更願（別紙様式第５

号）を提出し、許可を得た場合は、研究期間を変更することができる。 
 
 （指導教員等） 
第８条 学長は、研究課題に応じて、研究生の指導教員を指定する。 
２ 学部の研究生の指導教員は、本学の教授、准教授または講師とする。 

３ 大学院の研究生の指導教員は、鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程担当教員資格審査

基準（平成元年 12 月 20 日学長裁定）第１条または第２条、並びに鹿屋体育大学大学院体育学

研究科博士後期課程担当教員資格審査基準(平成 18 年７月 26 日学長裁定)第１条または第２条

に規定する教員とする。 

４ 研究生は、特定の研究課題について指導教員の指導を受けるほか、指導教員及び授業科目担

当教員の承認を得て、当該研究に関連のある授業を聴講することができる。 
５ 研究生は、指導教員及び各施設管理者の承認を得て、学内の諸施設及び諸設備を使用するこ

とができる。 
６ 研究生は、単位を修得しようとするときは、併せて科目等履修生として入学しなければなら

ない。 
 
 （研究の修了） 
第９条 研究生が所定の期間在学し、その研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した

研究修了届を指導教員を経て学長に提出しなければならない。 
２ 学長は、研究修了者に対し、本人の請求により証明書を交付することができる。 
 
 （検定料、入学料及び授業料） 
第１０条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人鹿屋体育大学における授業料その他

の費用に関する規程（平成１６年規程第６号）に定める額とする。 
２ 前項の授業料は、研究期間に応じ、６か月に相当する授業料の額（６か月未満であるときは、

その期間分に相当する額）を当該期間の当初の月に納付しなければならない。 
３ 研究期間の延長又は変更を許可された場合は、入学料は徴収しないものとする。 
 

 （既納の授業料等） 
第１１条 納付した検定料、入学料及び授業料は、還付しない。 
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 （実験実習費） 
第１２条 実験実習費に要する費用は、研究生の負担とすることがある。 
 
 （その他） 
第１３条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学則及び鹿屋体育大学学

生規則の規定を準用するものとする。 
 
   附 則 
１ この規則は、昭和６０年４月２４日から施行する。 
２ 昭和６０年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、第１０条の規定にかかわらず、次に定

める額とする。 
  検定料  ５，６００円 
  入学料 ３６，０００円 
 
   附 則（昭６２．１．１４規則第１号） 
 この規則は、昭和６２年２月１日から施行する。 
 
 
   附 則（昭６３．４．１規則第１号） 
 この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 
 
   附 則（昭６３．５．２５規則第８号） 
 この規則は、昭和６３年５月２５日から施行する。 
 
   附 則（平６．２．１７規則第１号） 
 この規則は、平成６年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平８．３．２６規則第４号） 
 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平１６．４．１規則第３６号） 
 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２７．３．１８規則第８号） 
 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２８．１．２２規則第１号） 
 この規則は、平成２８年１月２２日から施行する。 
 

附 則（平３０．３．１２規則第１０号） 
 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平３１．４．１９規則第２０号） 
 この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

 
附 則（令３． ７． １規則第４８号） 

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

 

附 則（令３． ７．２８規則第５６号） 
 この規則は、令和３年７月２８日から施行する。 
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附 則（令３．１１．２９規則第６０号） 
 この規則は、令和３年１１月２９日から施行する。 

 

附 則（令３．１２．１４規則第６４号） 
 この規則は、令和３年１２月１４日から施行する。 

 



別紙様式第１号 

 

入 学 願 書 

（研究生） 

鹿屋体育大学 受 付 番 号 ※ 

氏

ふり

   名

がな

 

 
男

・

女 

写 真 

（署名）  

 

昭和・平成  年  月  日生 

現 住 所 

〒 

 

TEL（     ）    －      

入 学 期 間 

令和 年 月 日～令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日 

令和 年 月 日～令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日 

令和 年 月 日～令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日 

最終出身学校 

卒 業 年 月 日 昭和・平成・令和  年  月  日 卒業 ・ 修了（見込） 

勤 務 先 等  

            TEL（    ）   － 

父
母
等
関
係
者 

氏 名 
 

続 柄 
 

住 所 
〒 

TEL（    ）   － 

勤務先等  

研 究 課 題 

 

※指導教員 
 

  

備考 １．※の欄は記入しないこと。 

    ２．研究課題については、具体的な研究方法等を別紙（A4）により提出すること。 

    ３．父母等関係者は、入学を志願する者が未成年の場合はその親権者とし、成年の場合

は３親等以内の親族とする。この要件に合うものが選定できない場合は、独立の生

計を営む成年者であり、入学志願者の指導・支援への意向のある者とする。 



別紙様式第２号 

 

履 歴 書 氏
フリ

  名
ガナ

 

 

国 籍 

※外国籍の場合のみ記載 

 
性 別 

 
生年月日   年  月  日生 

現 住 所 
〒 

（電話） 

最 終 学 歴 昭和・平成・令和   年                 卒業・修了 

年 月 日 経            歴 備 考 

     

     

     

     

     

     

勤

務

先 
名 称 

 

所 在 地 

〒 

 

（電話）           

役 職 
 

所属長役職 
 

所属長氏名 
 



別紙様式第３号 

 

鹿屋体育大学 研究生 入学志願者 

健 康 診 断 書 

フリガナ 
 

男 

・ 

女 

現住所 

 

〒 

 

 

 TEL 

 

氏 名 

 

生年月日 

 

 

 

   年  月  日生 

診 断 事 項 

健

康

の

状

況 

視 力 
右 

 

（    ） 

胸部Ｘ線検査 

撮影年月日 

 年   月   日 

 直接・間接  NO. 

所見 

 

左 

 

（    ） 

聴 力 
右 

 

正常 ・ 異常  （    ） 

左 

 

正常 ・ 異常  （    ） 

その他の疾病 

及 び 異 常 

 

なし ・ あり （                   ） 

医 師 の 所 見（入学後健康の管理上注意すべき事項） 

 

 

  

診断の結果上記のとおり相違ないことを証明する。 

  令 和   年   月   日 

 

    住所（所在地） 

 

    医療機関名 

 

    医師の氏名                     印 

（注）１．この健康診断書の診断事項を全て受診の上、診断結果を記入してください。 

   ２．診断事項中、異常又は特に記入事項がない場合でもその旨を記入して下さい。 
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別紙様式第４号  

研究期間延長願 

 
                              年  月  日  

 

  鹿屋体育大学長   様 

 

 

                     氏
ふり

 名
がな

 

 

 

  鹿屋体育大学研究生としての研究期間を延長したいので、許可くださるようお願いし

ます。 

 

 

 
既研究期間  年 月 日～ 年 月 日 

 

  

 
研究延長期間  年 月 日～ 年 月 日 

 

  

 

延長の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

指導教員  

（注）１．提 出 先：教務課 

   ２．日付及び期間については、和暦で記入して下さい。 
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別紙様式第５号  

研究期間変更願 

 
                              年  月  日  

 

  鹿屋体育大学長   様 

 

 

                     氏
ふり

 名
がな

 

 

 

  鹿屋体育大学研究生としての研究期間を変更したいので、許可くださるようお願いし

ます。 

 

 

 
既研究期間  年 月 日～ 年 月 日 

 

  

 
変更後の研究期間  年 月 日～ 年 月 日 

 

  

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

指導教員  

（注）１．提 出 先：教務課 

   ２．日付及び期間については、和暦で記入して下さい。 


